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Ⅰ-１ 外国人技能実習制度の仕組み

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最長5年間）に限り受け入れ、
ＯＪＴを通じて技能を移転する制度。
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国

に約４７万人在留している（厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（2024年10月末時点）。

【団体監理型】非営利の監理団体（事業協同組合、商工会等）が技能実

習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施

【企業単独型】日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取

引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施

① 技能実習生受入れまでの流れ

Ⅰ 技能実習生受け入れに関する留意点
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② 技能実習の流れ

講習 実習 実習 実習

技能実習１号 技能実習２号 技能実習３号

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

入国 一旦帰国（１か月以上） 帰国

① 対象職種：送出国のニーズがあり、公的な技
能評価制度が整備されている職種

（移行対象職種・作業）＊「資料」（P.5）参照

② 対象者：所定の技能検定等（基礎級等）の
学科試験及び実技試験に合格した者

① 対象職種：技能実習２号移行対象職種と同一
（技能実習３号が整備されていない職種を除く。）

② 対象者：所定の技能検定等（３級等）の実技試験
に合格した者

③ 監理団体及び実習実施者：一定の明確な条件を満
たし、優良であることが認められる者

基礎級実技試験
及び学科試験の
受検が必須

３級実技試験
の受検が必須

２級実技試験
の受検が必須
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① 国内法令

② 技能実習法

労働関係法令をはじめとする各種法令を遵守すること。

技能実習の適切性の担保のため、様々な規定が設けられている。実習実施者が留意すべき代表的な規定

は下記の通り。

a. 適切な実習を実施する体制を確保すること。

・申請者（実習実施者）が認定の欠格事由に該当しないこと。

・「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」を選任すること。

・技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。

b. 認定を受けた計画に沿った実習を実施すること。

・職種毎の審査基準を満たすこと。

・計画に変更が生じた場合は申請又は届出を行うこと。

c. 技能実習生に対する適切な待遇を確保すること。

・報酬の額は日本人と同等以上とすること。

・適切な宿泊施設の確保等、技能実習に専念するための措置が図られていること。

・食費、居住費等名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、技能実習生との

間で適正な額で合意がなされていること。

d. 監理団体による実習監理を受けること（団体管理型技能実習の場合）。

Ⅰ-２ 技能実習生の受入れに関し留意する点
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資料
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• 人手不足が深刻化、国際的な人材獲得競争の激化

• 制度目的と実態のかい離

• 外国人の権利保護などの課題

項目 技能実習制度 育成就労制度

目的
国際貢献のため、開発途上国等の外国人を
日本で一定期間（最長5年間）に限り受け
入れ、ＯＪＴを通じて技能を移転する。

育成就労産業分野において、特定技能１号水準
の技能を有する人材を育成するとともに、当該
分野における人材を確保する。

関係機関

技能実習生
「本邦において従事しようとする業務と同種の業
務に外国において従事した経験を有すること。

実習実施者（受入れ事業所）

監理団体
外部役員の設置又は外部監査の措置。

外国人技能実習機構
送出国
二国間取決め（MOC）を順次作成。

育成就労外国人
前職要件は不要

育成就労実施者
分野別協議会への加入、指導支援体制の厳格化

監理支援機関
外部監査人設置の義務化、受入れ機関の数に応じて職員

数を設定。
外国人育成就労機構
送出国
原則二国間取決め（MOC）作成国からのみ受入れ。
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Ⅱ 育成就労制度への法改正

Ⅱ-１ 改正の背景

Ⅱ-２ 技能実習制度と育成就労制度の主な違い



項目 技能実習制度 育成就労制度

認定制度
技能実習計画
第１号は１年以内、第２号・第３号は２年以内。

育成就労計画
３年以内。試験不合格の場合は同一育成就労実施者下で１
年延長が可能（新たな認定が必要）。

職種
移行対象職種・作業
習得等をさせる技能が技能実習生の本国におい
て習得等が困難な技能等であること。

育成就労産業分野
特定産業分野（特定技能制度の受入れ分野）のうち就労を
通じて技能を修得させることが相当なもの。

転籍

止むを得ない事情がある場合 止むを得ない事情がある場合
本人意向による転籍
・同一業務区分内であること
・一定の就労期間（１～２年の範囲で業務の内容等を勘案
して主務省令で規定）

・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件を満た
す

改正法の公布日（令和６年６月２１日）から起算して３年以内に施行。
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Ⅱ-３ 施行日



※入管庁HP掲載資料「育成就労制度の概要」より抜粋 8

Ⅱ-４ 施行までのスケジュールと経過措置
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Ⅲ ホームページのご案内

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

令和６年入管法等改正法について

① 技能実習制度について

https://www.otit.go.jp/

・実習生の受入れを相談できる監理団体を探したい。
・よくある質問を見てみたい。
・運用要領などを調べたい。
・各種様式をダウンロードしたい。 など

② 育成就労制度について

・育成就労制度の新しい情報を知りたい。
・よくある質問を見てみたい。 など


